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平成２８年 ２月１８日 

改正：平成２９年 ９月２１日 

改正：平成３０年１０月２６日 

研究担当副学長決裁 

国立大学法人筑波大学における組織としての 

利益相反ポリシー実施要項 

 国立大学法人筑波大学における組織としての利益相反ポリシー（以下「組織としての利益

相反ポリシー」という。）２（１）で定義された「組織としての利益相反」において、「・・・

外部から金銭的利益を得ていること又は外部の企業等と特別の関係にあることが、研究及

び教育その他大学の活動に影響を及ぼすおそれのあること、又は影響を及ぼすおそれのあ

るように見えること」については、その結果として、主に、①研究の客観性が問題となる場

合と、②調達等の手続の適正さが問題になる場合がある。本実施要項では主にこの２点につ

いて、利益相反マネジメントの具体的な実施手続を定める。なお、本要項において「企業等」

とは、企業以外の公共的機関（国、地方公共団体、大学、独立行政法人等）を含まない。 

１．大学自身が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合の取扱い（「組織とし

ての利益相反ポリシー」４（１）の場合） 

 この場合は状況がある程度限定されており、通常次のケースが考えられる。 

（１）知的財産権：本学が保有する知的財産権を企業等に実施許諾している場合などに、当

該企業等の物品を購入し、若しくは役務の提供を受け、又は当該企業等と受託研究等を

実施するための契約を締結するときなど。 

（２）株式等：本学が企業等の株式等を保有している場合などに、当該企業等の物品を購入

し、若しくは役務の提供を受け、又は当該企業等と受託研究等を実施するための契約を

締結するときなど。 

（３）寄附金等 

ア．本学に寄附金や施設設備その他の財物の寄贈等（以下「寄附金等」という。）などを行

った企業等の物品を購入し、若しくは役務の提供を受け、又は当該企業等と受託研究等

を実施するための契約を締結するときなど。

イ．本学に寄附金等があった場合、その寄附金等の全部または一部を使用して当該寄附金等

を提供した企業等の物品等に関係する研究を行う場合など。
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（４）受託研究等：本学と受託研究、共同研究、学術指導又は特別共同研究事業を実施して

いる企業等から物品を購入し、若しくは役務の提供を受けるときなど。 

 

２．組織としての利益相反ポリシー４（１）の場合の手続 

この場合の手続に関しては次のとおりである。 

（１）上記「１（１）知的財産権」の場合 

産学連携部の知的財産担当部署が、本学の保有する知的財産の一覧、実施先企業等一覧、

知的財産収入一覧（当該年度を含めて過去３年度分。当該年度以外の年度は１回の送付で可。

以下同様のケースでは同じ。）の最新版を少なくとも四半期ごとに財務部の契約担当部署、

産学連携部の共同研究・受託研究・学術指導担当部署、附属病院の契約担当部署及び利益相

反・輸出管理マネジメント室に送付する。上記知的財産担当部署から提供された一覧にある

企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場合には、上記契約担当部署又

は共同研究・受託研究・学術指導担当部署は利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡する。

連絡を受けた利益相反アドバイザーは、事案の性質や影響度の大きさ等を勘案して、利益相

反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと事前に協議する必要があるかどうかを検討

し、その必要がないと判断した場合は、自ら判断し、その結果を直近に開催される利益相反

委員会及び利益相反アドバイザリーボードに報告し、了承を得るものとする。 

なお、連絡を必要とする額は、物品の購入若しくは役務の提供の場合については１件当た

り１，０００万円超とし、受託研究等の申込みの場合については１件当たり２００万円超と

する（以下同じ。）。 

（２）上記「１（２）株式等」の場合 

財務部の財産管理部署が、本学の保有する株式等の一覧と当該株式等に係る収入一覧（当

該年度を含めて過去３年度分）の最新版を少なくとも四半期ごとに財務部の契約担当部署、

産学連携部の共同研究・受託研究・学術指導担当部署、附属病院の契約担当部署及び利益相

反・輸出管理マネジメント室に送付する。上記財産管理部署から提供された一覧にある株式

等保有先等の企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場合には、上記契

約担当部署又は共同研究・受託研究・学術指導担当部署は利益相反・輸出管理マネジメント

室に連絡する。連絡を受けた利益相反アドバイザーは、事案の性質や影響度の大きさ等を勘

案して、利益相反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと事前に協議する必要がある

かどうかを検討し、その必要がないと判断した場合は、自ら判断し、その結果を直近に開催

される利益相反委員会及び利益相反アドバイザリーボードに報告し、了承を得るものとす

る。 

（３）上記「１（３）寄附金等のア」の場合 

財務部の財産管理部署は、本学に単一の企業等から年度当たり５００万円を超える寄附

金等があった企業等の一覧1の最新版（当該年度を含めて過去３年度分）を少なくとも四半

                                                   
1 寄附者が個人名義のものを除き、単一の企業等から年度当たり５００万円を超える寄附
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期ごとに財務部の契約担当部署、産学連携部の共同研究・受託研究・学術指導担当部署、附

属病院の契約担当部署及び利益相反・輸出管理マネジメント室に送付する。上記財産管理部

署から提供された一覧にある企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場

合には、上記契約担当部署又は共同研究・受託研究・学術指導担当部署は利益相反・輸出管

理マネジメント室に連絡する。連絡を受けた利益相反アドバイザーは、事案の性質や影響度

の大きさ等を勘案して、利益相反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと事前に協議

する必要があるかどうかを検討し、その必要がないと判断した場合は、自ら判断し、その結

果を直近に開催される利益相反委員会及び利益相反アドバイザリーボードに報告し、了承

を得るものとする。 

（４）上記「１（３）寄附金等のイ」の場合 

各部局の研究倫理審査委員会又は利益相反委員会において、研究計画を審査する際には、

研究者から自己申告のない場合にも、研究倫理審査の上で遺漏のないように必ず上記２（３）

において指定された情報を確認して審査に反映させるものとする。 

また、研究責任者等においては、「１（３）寄附金等のイ」は研究の客観性に疑念を持た

れるケースであることを認識し、寄附金等を受け入れる前に、寄附金等ではなく共同研究契

約や受託研究契約に切り替えること等を検討するものとする。 

（５）上記「１（４）受託研究等」の場合 

産学連携部の共同研究・受託研究・学術指導担当部署は、単年度の契約金額が１件当たり

２００万円超の本学の受託研究・共同研究・学術指導・特別共同研究事業一覧（当該年度を

含めて過去３年度分）の最新版を少なくとも四半期ごとに財務部の契約担当部署、附属病院

の契約担当部署及び利益相反・輸出管理マネジメント室に送付する。上記共同研究・受託研

究・学術指導担当部署から提供された一覧にある企業等に関係した物品の購入若しくは役

務の提供の申込みがあった場合には、上記契約担当部署は利益相反・輸出管理マネジメント

室に連絡する。連絡を受けた利益相反アドバイザーは、事案の性質や影響度の大きさ等を勘

案して、利益相反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと事前に協議する必要がある

かどうかを検討し、その必要がないと判断した場合は、自ら判断し、その結果を直近に開催

される利益相反委員会及び利益相反アドバイザリーボードに報告し、了承を得るものとす

る。 

（６）その他  

 上記（１）～（５）のうち、契約等の順序が前後しているが疑念がある場合（例えば、共

同研究を実施しているところから寄附金等の申込みがあった場合など。）は、随時利益相反

アドバイザーに連絡するものとする。 

 

３．大学のために意思決定を行う権限を有する者が外部の企業等との間で特別の利益を保

                                                   

金を受け取った場合は関係部局において一覧を作成して情報を共有する。情報の内容は少

なくとも寄附年月日、寄附者、寄附の目的、寄附金額を含むものとする。 
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有している場合の取扱い（組織としての利益相反ポリシー４（２）の場合） 

 大学のために物品を購入し、若しくは役務の提供を受け、又は受託研究等を実施するため

の契約等を締結する意思決定を行う権限を有する者（専決者又は代理決裁者が決裁を行う

場合には、当該者をいう。）が当該意思決定に関連して自ら相手方企業等との間で特別の利

益を保有している場合（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。）には、利益相

反アドバイザーに連絡する。連絡を受けた利益相反アドバイザーは、事案の性質や影響度の

大きさ等を勘案して、利益相反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと事前に協議す

る必要があるかどうかを検討し、その必要がないと判断した場合は、自ら判断し、その結果

を直近に開催される利益相反委員会及び利益相反アドバイザリーボードに報告し、了承を

得るものとする。 

 

４．組織としての利益相反ポリシー４（２）の場合の手続 

（１）報告の様式 

報告の様式は、別記様式１を使用するものとする。 

（２）記載方法 

単一の企業等から得たこれらの個人的な利益（配偶者及び生計を一にする二親等内の親

族を含む。）が単年度当たり合計１００万円以上であるときに限る（当該年度分については

既払い分のみを記載し、将来の見込み収入は含まない。）。また、当該年度を含み過去３年度

分を申告する。これとは別に、株式等を保有している場合については、未公開株式の保有の

場合は１株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の５％以上を対象

とする。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。 

 

５．組織としての利益相反ポリシー４（１）における連絡された案件に関する情報の公開 

 担当部局から利益相反アドバイザーに連絡された案件について、当初計画どおり実施す

る場合においては、大学自身が保有する特別の利益に関する情報（知的財産の保有状況や実

施料収入、株式等の保有状況、寄附金等の受入れ状況等）を特別の事情のない限り公開する

ものとする。公開の様式は別記様式２とする。 

 

６．その他 

 贈与等にかかわる個人的な利益の取扱いについては、国立大学法人筑波大学職員倫理規

則（平成１７年法人規則第２２号）を厳守すること。 

 

７．施行日 

この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２９．９．２１） 
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この実施要項は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平３０．１０．２６） 

この実施要項は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別記様式１（第４条関係） 

  年  月  日 

自己申告書 

 

学   長 殿 

所  属                

職  名                

氏  名                

 

 

 国立大学法人筑波大学における組織としての利益相反ポリシー第４条の規定に基づき、

以下のとおり申告します。 

 

１ 申告対象期間    年 月 日～   年 月 日 

２ 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。） 

企業等の名称及び住所 企業等の申込み（該当するものに○を付す） 

  ア 国立大学法人筑波大学（以下「筑波大学」という。）（の

研究成果の移転 

 イ 受託研究 

 ウ 共同研究 

 エ 学術指導 

 オ 特別共同研究事業 

 カ 寄附金等 

 キ 筑波大学に対する物品又は役務の提供 

 ク 筑波大学の出資又は人的及び技術的支援 

 ケ その他：（具体的に） 

利益の種類（該当するものに○を

付す。（（注）４参照。） 

金額等（金額又は株式等の保有数

等を記入する。） 

 兼業によるもの (円) 

 具体的内容（別添

でも可） 

 

 研究成果の実施料若しく

は売却によるもの 

(円) 

 具体的内容（別添

でも可） 
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 給与の全部または一部の

支払い 

(円) 

 具体的内容（別添

でも可） 

 

 株式等の保有  

 その他 具体的に： 

（注） 

１．企業等１社について１枚に記入する。 

２．企業等が企業以外の公共的機関（国、地方公共団体、大学、独立行政法人等）であるときは、申告の必要はない。 

３．「寄附金等」とは寄附金、研究助成金、施設設備その他の財物の寄贈又は役務の無料提供等のことをいう（「国立大

学法人筑波大学寄附金等取扱規程（平成１８年法人規程第３２号）」）。ただし、寄附者が個人名義のものを除く。 

４．企業等の申込みについては、共同研究契約書等、関係する契約書類等を添付する。 

５．本様式に記入を必要とする個人的な利益のうち金銭的な利益については、単一の企業等から得たこれらの個人的な

利益（兼業報酬、実施料等、給与）が単年度当たり合計１００万円以上であるときに限る（当該年度分については既

払い分のみを記載し、将来の見込み収入は含まない。）。また、当該年度を含み過去３年度分を申告する。記載が複数

年にわたる場合は番号を付して金額と内容が照合できるようにする。 

６．個人的な利益については、職員等本人のみならずその配偶者及び生計を一にする二親等内の親族が得た場合も報告

義務の対象となっており、これらの場合は、自己申告書の様式中「金額等」の項のそれぞれ該当する欄に、かっこ書

き<<（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族○○○○円）又は（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族○○

株）>>により、金額又は株式保有数等を記入するものとする。 

７．兼業によるものの利益には診療又は教育兼業に係る報酬を除き、原稿料又は講演謝金を含む。また、その具体的内

容については、本学に提出した兼業届のコピーを提出してもよい（短期間の兼業について依頼文等で届け出た場合は

そのコピーでも可。）。届け出た報酬額と実際の報酬額が異なる場合は実際の報酬額に訂正して提出する。 

８．研究成果の実施料若しくは売却による利益については、国立大学法人筑波大学職務発明規程（平成１６年法人規程

第５号）第１０条の規定に基づき筑波大学により支払われる補償金を除く。 

９．給与の全部又は一部の支払いとは、外部資金職員やクロスアポイントメント制度の利用などにより、給与は筑波大

学から支払われるが、原資の全部又は一部が当該企業等のものである場合（クロスアポイントメント制度により企業

等から直接給与の全部又は一部を受け取る場合を含む。）や、配偶者及び生計を一にする二親等内の親族が当該企業等

から給与を受けている場合を指す。配偶者及び生計を一にする二親等内の親族の場合は上記注５と同様にかっこ書き

にする。 

１０．株式等とは、未公開株式か公開株式かを問わない。未公開株式の保有の場合は１株以上を対象とし、公開株式の

保有の場合は発行済み株式総数の５％以上を対象とする。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分

会社の持分等を含む。金額等の記入に当たっては、これらの種類を記載するとともに、株式又は新株予約権にあって

は株式数を、合同会社等の持分にあっては金額を記入するものとする。 
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○Report of disclosure of financial interests related to institutional 

conflict of interest 

 

Attached Form 1 (Article 4 related) 

Date:        (month)       (day),               (year) 

To the University President 

(Affiliation)             

(Title)               

(Name)              

 

I am reporting the following as stipulated by Article 4 of the Institutional Conflict of Interest 

Policy of the University of Tsukuba. 

 

1. Covered Period:    (month)     (day),      (year) –     (month)     (day),      (year) 

2. Details of individual financial interests related to industry-university collaborative activities (including 

spouse and up to second-degree relatives who share the same livelihood) 

Name and 

address of a 

company etc. 

Application by a company etc. (Add a circle to the left of applicable 

items.) 

  a. Transfer of the research results held by the national 

university corporation the University of Tsukuba, 

hereinafter referred to as “the University of Tsukuba” 

 b. Commissioned research 

 c. Joint research 

 d. Academic guidance 

 e. Special joint research project 

 f. Making donations etc. to the University of Tsukuba 

 g. Provision of goods or services to the University of Tsukuba 

 h. Investment or with personnel and technical consultation 

assisted by the University of Tsukuba 

 i. Others (to specify) 

Type of financial interests (Add a circle to 

the left of applicable items. See Notes 4.) 

Amount (monetary 

amount, number of 

stocks, etc., held) 
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 Due to side business at an outside 

company 

 (yen) 

 Details (may be 

attached separately) 

 

 Due to licensing fee from or disposal 

of research results 

 (yen) 

 Details (may be 

attached separately) 

 

 Payment of all or part of salary (yen) 

 Details (may be 

attached separately) 

 

 Stock holdings etc.  

 Others To specify 

Notes: 

1. Fill out one sheet for each company etc. 

2.   There is no need to file a declaration if “a company etc.” is a public institution other than a company (e.g. the national 

or a local government, a university, an independent administrative agency, etc.). 

3.  “Donations etc.” refers to monetary donations; research subsidies; donation of facilities, equipment or other items; 

free provision of services etc. (University of Tsukuba Donation Rules (Rule 32 of the 2006 University Rules)). It does 

not include items given by individuals. 

4. For “Application by a company etc.” attach the related contracts, such as a joint research contract etc. 

5. “Financial interests” must be included on this form, only if the total individual interests (side business payment, 

licensing fee, payment of all or part of salary) received from a single entity, such as a company, amount to 1 million 

yen or more. (As for the amount for the current fiscal year, those include only amounts paid, and do not include 

expected future payments.) Report amounts for the past three years, including current fiscal year. If amounts are 

for multiple years, attach number so that amounts and details can be checked. 

6. “Financial interests” must be included on this form, even if they are received by a faculty or other staff’s spouse and 

up to second-degree relatives with a common livelihood. In that case, in the “Amount” section of the form, write the 

corresponding monetary amount, number of stocks, etc., by noting in parenthesis (x yen for spouse and up to 

second-degree relatives with a common livelihood) or (x stocks for spouse and up to second-degree relatives with 

a common livelihood). 

7. Interests “due to side business at an outside company” include manuscript or lecture fee, but exclude honoraria for 

medical service or academic education. And as for the details for this, a copy of the Notification of Concurrent Posts 

submitted to the University may be attached (for short-term concurrent posts, a copy of the request etc., submitted 

may also be attached.) If there is a difference in the reported compensation and actual compensation, revise the 

amount to reflect the actual compensation and submit. 
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8. Interests “due to licensing fee from or disposal of research results” do not include the compensation paid by the 

University of Tsukuba in accordance with the stipulations of Article 10, University of Tsukuba Work Invention Rules 

(2004 University Rule No. 5). 

9.   “Payment of all or part of salary” must be included on this form when all or part of that is funded by a company etc. 

though that is paid by University of Tsukuba as in the case of externally funded employee or employment by cross 

appointment system (including the case of being paid directly by a company etc. through cross appointment system), 

and also his or her spouse or up to second-degree relatives with a common livelihood are employed by the company. 

In the case of spouse and up to second-degree relatives with a common livelihood, they should be written in 

parentheses as in Note 5 above. 

10. “Stocks holdings etc.” includes both unlisted stocks and publicly traded stocks. For unlisted stocks, this applies to 

any stock held; for listed stocks, this applies if 5% or more of issued stocks are held. This also includes stock 

acquisition rights and equity in equity method companies, including limited liability companies, general partnerships, 

and limited partnerships. When filling in the monetary amount etc., note the type; for stocks or stock acquisition 

rights, number of stocks; for the equity stake in limited liability companies etc., the monetary amount. 
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別記様式２（第５条関係） 

 

○「国立大学法人筑波大学における組織としての利益相反ポリシー」に基づいて公開する筑

波大学が保有する特別の利益に関する情報（筑波大学が外部の企業等に対して知的財産権

や株式等の利益を保有しているとき又は外部の企業等から寄附金等を受け取ったときなど

に、当該企業等の物品を購入し、若しくは役務の提供を受け、又は当該企業等と受託研究等

を実施している場合） 

 

筑波大学が保有する特別の利益 産学連携関係 

期日・期

間 
企業等名 特別の利益 金額 

期日・期

間 

企業等との産

学連携の関係 
備考 

【記入例】 

①平成 24

年 3 月 1

日 

②平成 25

年12月～

平成26年

7月 

○○株式

会社 

①共有特許

の独占的実

施権付与 

②実施料収

入 

②50,000円 平成 26 年

4月～ 

共同研究  

       

       

       

 

※「備考」には、可能な限り産学連携関係で公開できる情報を記入する。その他の情報につ

いても可能な限り詳細情報を記載する。 
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【国立大学法人筑波大学における組織としての利益相反ポリシー実施要項図解】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産担当

部署 

財務部契約担当

部署、附属病院

契約担当部署 

 

共同研究・受託

研究・学術指導

担当部署 

利益相反・輸出管理マ

ネジメント室（利益相

反アドバイザー） 

学内各

系等 

①
送
付 

②1件 1,000万円超の物品購入等 

③
連
絡 

③連絡 

利益相反委員会／利益相反アドバイザリーボード 

（④場合により協議） 

⑤検討結果 

⑤検討結果 

⑥検討結果 

②1件 200万円超の

受託研究等の申込み 

 

知的財産の一覧、実施

先企業等一覧、知的財

産収入一覧の最新版 

 

（１）本学が特別の利益を保有～知的財産権の場合～ 
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2 当該部局の研究倫理審査委員会又は利益相反委員会において、研究計画を審査する際に

は、研究者から自己申告のない場合にも、研究倫理審査の上で遺漏のないように必ず情報を

確認する。 

財務部財産管

理部署 

財務部契約担当

部署、附属病院

契約担当部署 

 

利益相反・輸出管理マ

ネジメント室（利益相

反アドバイザー） 

学内各

系等 

①
送
付 

②1件 1,000万円超の物品購入等 

③
連
絡 

③連絡 

利益相反委員会／利益相反アドバイザリーボード 

（④場合により協議） 

⑤検討結果 

⑤検討結果 

⑥検討結果 

②1件 200万円超の

受託研究等の申込み 

 

●株式等の一覧、当該株式等に

係る収入一覧の最新版 

●単一の企業等から年度当たり

500万円超の寄附金等又は寄附

金等の申込みがあった企業等の

一覧の最新版 

（２）本学が特別の利益を保有～株式等及び寄附金等の場合～ 

500万円超の寄附

金等の情報を共有 2 

共同研究・受託

研究・学術指導

担当部署 
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共同研究・受

託研究・学術

指導担当部署 

 

財務部契約担当

部署、附属病院

契約担当部署 

利益相反・輸出管理マ

ネジメント室（利益相

反アドバイザー） 

学内各

系等 ①
送
付 

③連絡 

利益相反委員会／利益相反アドバイザリーボード 

（④場合により協議） 

⑤検討結果 

⑥検討結果 

②1 件 1,000

万円超の物品

購入等 

 

1件年度当たり 200万円

超の受託研究・共同研

究・学術指導・特別共同

研究事業一覧の最新版 

（３）本学が特別の利益を保有～受託研究等の場合～ 


